
中小企業向け補助金・助成金一覧表

７．環境改善・改善活動支援関係 赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2026/3/5

区分 実施機関 補助金名 対象事業 補助率 補助限度額 募集期間 事業期間 HP等

施設改修 厚生労働省
受動喫煙防止対策助成

金

受動喫煙防止対策を行う際に、費用の一部を支援

　①喫煙専用室の設置・改修

　②指定たばこ専用喫煙室の設置・改修

　※いずれも基準あり

1/2

飲食店：2/3

100万円

単位面積当たりの助

成対象経費上限:

60万円/㎡

令和7年度

終了
2025/2/28

https://www.mhlw.g

o.jp/stf/seisakunitsui

te/bunya/00000498

68.html

Ⅰ総合対

策コース
4/5 100万円

Ⅱ職場環

境改善

コース

1/2 100万円

Ⅲ転倒防

止のための

運動指導

コース

①労災保険に加入している

②中小企業事業主で1年以上

事業を実施

③労働者を常時1名以上雇用し

ている

3/4 100万円

Ⅳコラボヘ

ルスコース

①労災保険に加入している

②中小企業事業主で1年以上

事業を実施

③労働者を常時1名以上雇用し

ている

3/4 30万円

県内に主たる事業所を有する中小企業のうち、製造業を営む企業（みなし大企業を除く）

C型：設備配置変更事業

炭素生産性の向上に資する工場内における設備の配置変更を行う事業

（工場内のレイアウト変更及び製造工程見直しなど炭素生産性向上に資する取組み）

100万円

D型：エネルギー見える化事業

エネルギー量の計測等を通して削減に資する設備投資に関する事業

（エネルギー計測、解析、運用最適化制御等により、エネルギー量削減に資する設備）

（計測制御装置等）

500万円

現場改善

松江市

ものづくり産業

支援センター

職場環境改善支援事業

補助金

製造業を主たる事業とする市内中小企業者が行う職場環境改善の推進に要する経費の一部を

補助することにより、中小企業者の経営改善、人材定着を図る。

市内の事業所で行う職場環境改善に係る取組であって、事前の改善計画の社内検討及び専門

家等の適切な所見により、当該事業年度内において改善実施後の効果が見込まれるもの。

1/2 20万円
令和7年度

終了

令和7年度

終了

https://www.city.m

atsue.lg.jp/sangyo_

business/sangyoshi

nko/seizou_shien/2

3088.html

①労災保険に加入している

②中小企業事業主で1年以上

事業を実施

③高年齢労働者(60歳以上)を

常時1名以上雇用し、対象の高

年齢労働者が対策を実施する業

務に就いている

・職場環境改善を目的とした製造ラインのレイ

アウト変更に伴う施設の改修費

・職場環境改善を目的とした装置、付帯設

備等の導入費及び改修費

・製造現場における作業効率化のための治

具の購入費及び工具や部品等の整理をする

ための備品の購入費

ものづくり産業脱炭素化

促進事業助成金

しまね産業振

興財団
脱炭素化

➀取引確保・継続等のため、事業場単位で

の炭素生産性が、年率平均１％以上の増

加させること

② ➀に資する、工場内における設備の配置

変更を行う取組

③先駆的な取組として成果を公開できること

➀省エネ診断を受信し、エネルギー量削減に

資する計画策定すること

②専門家による継続的な指導を受けること

③先駆的な取組として成果を公開できること

環境改善

厚生労働省

日本労働安

全衛生コンサ

ルタント会

エイジフレンドリー補助金

高齢者を含む労働者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働

者の労働災害防止対策、労働者の転倒を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘル

ス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助

Ⅰ 総合対策コース

　・労働安全衛生の専門家によるリスクアセスメントに要する経費

　・リスクアセスメント結果を踏まえた、優先順位の高い労働災害防止対策に要する経費

　（機器等の導入、工事の施工等）

Ⅱ 職場環境改善コース

　・高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他の労働災害防止対策

　　に要する経費（機器等の導入、工事の施工等）

Ⅲ 転倒防止のための運動指導コース

　・転落防止：労働者の転倒災害防止のため、専門家による身体機能のチェック及び専門家

　　　　　　　　　による運動指導を受けるために要する経費

　

Ⅳ コラボヘルスコース

　・事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用したコラボヘルス等、労働者の健康保持増

　　進のための取組に要する経費

次の(1)～(4)すべてに該当する事業主

(1)健康増進法で定める既存特定飲食提

供施設を営む

(2)労働者災害補償保険の適用を受ける

(3)中小企業事業主

(4)事業場内において、措置を講じた区域以

外を禁煙とする事業主

令和7年度

終了

令和7年度

終了

1/2以内
令和7年度

終了

https://www.mhlw.go.j

p/stf/newpage_09940.

html

https://www.joho-

shimane.or.jp/soluti

on/subsidy/10271

対象企業等

令和7年度

終了
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